
住居確保給付金のしおり

離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ

～住居確保給付金のご案内～



住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止又は休業等に伴う収入減少により、経済的に困窮し、住居

を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給

付金を支給するとともに、金沢自立生活サポートセンターによる就労支援等を実

施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支 給 額：下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
33,000円（単身世帯） 40,000円（2人世帯） 43,000円（3～5人世帯）

46,000円（6人世帯） 51,000円（7人以上世帯）

支給期間：３ヶ月間（一定の条件により３ヶ月間の延長及び再延長が可能）

支給方法：大家等へ代理納付

申請時に以下の①～⑧のいずれにも該当する方が対象となります。

① 申請日において、離職等の日から２年以内である又は給与等を得る機会が当該個人の責

に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある

② 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある

③ 離職等の前に、主たる生計維持者であった（離職前には主たる生計維持者ではなかった

が、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。）

④ 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次

の表の収入基準額以下である（収入には、公的給付等を含む）。

⑤ 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計

額が次の表の金額以下である。

世帯人数 基準額（A） 家賃額（B） 収入基準額（A＋B）
1人 8.1万円 ３.３万円 11.4万円
2人 12.4万円 4.0万円 16.4万円
3人 15.9万円 4.3万円 20.2万円
4人 19.7万円 4.3万円 24.0万円
5人 23.5万円 4.3万円 27.8万円

世帯人数 金融資産
1人 48.6万円
2人 74.4万円
3人 95.4万円
4人 100万円
5人 100万円

⑥ 国の雇用施策による給付（職業訓練受講給付金）及び地方自治体等が実施する類似の給付
等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

⑦ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります



住宅の初期費用及び生活費が必要な方は

賃貸住宅への入居には敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。

「初期費用」への対応が困難な方や、住居確保給付金受給中の生活費が必要な方は、

金沢市社会福祉協議会の「生活福祉資金（総合支援資金）」を活用することができ

ます。

※生活福祉資金（総合支援資金）

継続的な生活相談・支援（就労支援等）と併せて、生活費及び一時

的な資金を貸し付け、生活の立て直しを支援するための貸付けです。

１） 住宅入居費：40万円以内

２） 生活支援費：2人以上世帯/月20万円以内（単身/15万円以内）

貸付期間 原則3か月 最長1年間

３） 一時生活再建費：60万円以内

※貸付利子：連帯保証人を立てる場合は無利子

連帯保証人を立てない場合は年1.5％

住居確保給付金の支給額

・月収が基準額以下の場合は、家賃額を支給

・月収が基準額を超える場合は以下の計算式により算出された額となります。

基準額＋家賃額－世帯収入額

※いずれの場合も、住居確保給付金基準額（地域によって異なる）を上限



住居確保給付金の申請をするために必要なもの

① 住居確保給付金支給申請書

② 本人確認書類（次のいずれかの写し）

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手

帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等

③ 離職等の日から２年以内である又は給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべ

き理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある

ことが確認できる書類の写し

（離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与

振込が一定の時期から途絶えている（減少している）ことがわかる通帳の写

し等、離職や収入が減少していることが確認できる何らかの書類）

④ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入

が確認できる書類の写し

給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等

を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は

「年金手帳」、その他各種福祉手帳

⑤ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の親族の金融機関の通帳等の写し

住居確保給付金支給までの生活費が必要な方は

住宅を喪失している方であって、住居確保給付金を受給するまでの間の生活費

が必要な方は、金沢市社会福祉協議会の臨時特例つなぎ資金の貸付けを活用する

ことができます。

※臨時特例つなぎ資金貸付

公的給付等による支援を受けるまでの間の当面の生活に要する

費用の貸付（10万円以内）

※貸付利子：無利子、連帯保証人不要

問い合わせ先・申請窓口 金沢市高岡町7番25号 松ヶ枝福祉館２階

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 金沢自立生活サポートセンター

TEL ： 076-231-3720      FAX ： 076-231-3560


